
 

相模原市障害者等移動支援事業実施要綱 

(目的) 

第１条 この要綱は、屋外での移動に困難がある障害者又は障害児(以下「障害者等」

という。)について、外出のための支援(以下「移動支援事業」という。)を行うこ

とにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。 

(実施主体等) 

第２条 移動支援事業の実施主体は、相模原市とする。 

２ 市長は、移動支援事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認

める社会福祉法人等に行わせることができる。 

３ 前項の規定により移動支援事業を行う者(以下「指定移動支援事業者」という。)

は、当該事業を行う事業所(以下「指定移動支援事業所」という。)ごとに市長から

指定を受けなければならない。 

(実施の方法) 

第３条 移動支援事業は、ガイドヘルプサービス費の給付により行うものとする。 

(事業の内容等) 

第４条 移動支援事業の対象となる外出は、社会生活上必要不可欠な外出又は社会参

加のための外出で、別表第１に掲げるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、移動支援事業の対象となる外出には、次に掲げる外出

を含まないものとする。 

（１）宿泊を伴う外出 

（２）通年かつ長期にわたる外出 

（３）宗教、政治又は経済的活動に係る外出 

（４）社会通念上、移動支援事業の対象とすることが適当でないと認められる外出 

（５）移動支援の目的に当たらない外出 

(対象者) 

第５条 移動支援事業の対象者は、本市が援護の実施を行う次の各号のいずれかに該

当する者であって、市長が外出時に支援が必要と認めたものとする。ただし、市長

が特に認める者を除き、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律(平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。)第５条第１０項に規定する

施設入所支援に係る法第２２条第８項の規定による支給決定(以下「支給決定」と



 

いう。)を受けた障害者及び法第５条第４項に規定する同行援護に係る支給決定を

受けた障害者等(以下「同行援護利用対象者」という。)を除くものとする。 

（１）身体障害者福祉法(昭和２４年法律第２８３号)第１５条第４項に規定する身体

障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和２５年厚

生省令第１５号)別表第５号に規定する視覚障害を有する者又は同表に規定する

級別が肢体不自由の１級の者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するも

の若しくはこれに準ずる者 

（２）療育手帳制度要綱(昭和４８年厚生省発児第１５６号厚生事務次官通知)又は相

模原市療育手帳に関する規則(平成３０年相模原市規則第６８号。以下「規則」

という。)第５条第１項に基づき療育手帳の交付を受けた者又は児童福祉法(昭和

２４年法律第１６４号)第１２条第１項に規定する児童相談所若しくは知的障害

者福祉法(昭和３５年法律第３７号)第１２条第１項の規定による知的障害者更生

相談所において知的障害と判定された者 

（３）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和２５年法律第１２３号)第４５

条第２項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又はこれに準ずる

者 

（４）法第４条第１項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病

であって政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度

である者又は児童であって、当該疾病を起因として、視覚、下肢又は体幹機能に

障害があるもの 

(給付額) 

第６条 ガイドヘルプサービス費の給付額は、別表第２に掲げる単位に、１０円を乗

じて得た額(以下「合計額」という。)から第１２条に規定する利用者負担額を控除

した額とする。 

(給付の申請) 

第７条 移動支援事業を利用しようとする者又はその扶養義務者等は、障害福祉サー

ビス等支給(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第１号様式)に住民基

本台帳法(昭和４２年法律第８１号)第６条に規定する住民票に記載されている世帯

の所得等を証する書類を添えて、市長に提出するものとする。 

(給付の決定等) 



 

第８条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、ガイドヘルプサービ

ス費を給付する決定をしたときは介護給付費・訓練等給付費等支給決定通知書(第

２号様式)により、給付しない決定をしたときはその旨を申請者に通知するものと

する。 

２ 市長は、前項の規定により給付する決定をしたときは、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律等の施行に関する規則(平成１８年相模原市

規則第１１０号)第３条第５項に規定する障害福祉サービス受給者証(以下「受給者

証」という。)を当該決定に係る障害者等に交付するものとする。 

(利用の有効期間及び更新申請) 

第９条 前条第１項の規定による給付の決定の有効期間は、支給決定を行った日から

当該日が属する月の末日までの期間と１月間から１２月間までの範囲内で月を単位

として市長が定める期間を合算して得た期間とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、給付の決定をした日が月の初日であるときは、１月間

から１２月間までの範囲内で月を単位として市長が定める期間とする。 

３ 前条第１項に規定する給付の決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)が

前２項の規定による有効期間満了後も引き続き移動支援事業を利用しようとすると

きは、有効期間満了日までに第７条に規定する申請を行わなければならない。 

(受給者証記載事項の変更) 

第１０条 障害者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに受給者証記

載事項変更届(第３号様式)に受給者証を添えて、市長に提出しなければならない。 

（１）障害者等の住所、世帯の所得状況等が変わったとき。 

（２）障害者等の心身状況の変化により第７条の申請内容に変更が生じたとき。 

(利用方法) 

第１１条 利用者は、移動支援事業を利用しようとするときは、受給者証を指定移動

支援事業所に提示し、当該事業所と移動支援事業の利用に係る契約をしなければな

らない。 

(利用者負担) 

第１２条 利用者又はその扶養義務者等は、当該事業を利用したときは、当該事業に

要した合計額の１００分の１０に相当する額(１円未満の端数は切り上げるものと

する。)を当該事業を利用した指定移動支援事業者に支払うものとする。 



 

２ 前項の規定にかかわらず、同一の月における前項の規定により算出した額の合算

額(当該事業を利用した指定移動支援事業所が２以上の場合においては、それぞれ

の事業所について前項の規定により算出した額の合算額とする。)が別表第３に掲

げる額(以下「負担上限月額」という。)を超えるときは、利用者又はその扶養義務

者等が指定移動支援事業者に支払う額の合算額は、負担上限月額の金額とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、別表第３の１の項、２の項又は３の項に該当する者

で、第１項及び前項の規定により算出した合計額の１００分の１０に相当する額の

合算額に法第１９条第１項に規定する介護給付費等の支給及び相模原市障害者等日

中短期入所事業実施要綱(平成１８年１０月１日施行)の規定による給付に係る利用

者負担額を加算した額が負担上限月額を超えるときは、利用者又はその扶養義務者

等が指定移動支援事業者に支払う額の合算額は、相模原市自立支援給付及び地域生

活支援事業の利用に係る負担上限月額の管理等に関する要綱(平成１８年１０月１

日施行)の規定により算出した額とする。 

(指定移動支援事業者の要件) 

第１３条 第２条第３項に規定する指定移動支援事業者は、次の各号のいずれかに該

当するものとする。 

（１）法第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者 

（２）法第３０条第１項第２号に規定する基準該当障害福祉サービスを行うものとし

て、相模原市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則(平成２２

年相模原市規則第１１号)第３条による登録を受けた事業者 

(指定移動支援事業者の指定の申請等) 

第１４条 第２条第３項に規定する指定移動支援事業者の指定を受けようとする者は、

移動支援事業所指定申請書(第４号様式。以下「指定申請書」という。)に次に掲げ

る書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、前条第１項第１号に該

当する事業者のうち、本市において、法第５条第２項から第５項までに規定する居

宅介護、重度訪問介護、同行援護若しくは行動援護のいずれかの障害福祉サービス

に係る指定を既に受けている者又は指定移動支援事業者の指定と同時に当該障害福

祉サービスに係る指定の申請をする者については、第１号及び第２号に掲げる書類

の添付を省略することができる。 

（１）事業所の名称、所在その他の移動支援事者の指定に当たって必要な事項を記載

した書類 



 

（２）申請者の定款、寄附行為その他の基本約款及び登記事項証明書又はこれらに準

ずる書類の写し 

（３）指定障害福祉サービス事業者又は基準該当障害福祉サービス事業者として登録

された者であることを証明する書類の写し 

（４）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、指定をするときは指定書

(第５号様式)を、指定をしないときはその旨を申請者に通知するものとする。 

(変更等の届出) 

第１５条 指定移動支援事業者は、前条第１項の規定に基づき市長に提出した指定申

請書及び添付書類の記載事項について変更があったときは変更届出書(第６号様式)

を、当該移動支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは事業廃止・休止・

再開届出書(第７号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。 

(指定の取消等) 

第１６条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定移動支援事業所に係

る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止す

ることができる。 

（１）指定移動支援事業者が法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律等の

規定に違反したとき。 

（２）指定移動支援事業者が移動支援事業に係る給付費の請求に関し不正をしたとき。 

（３）指定移動支援事業者が第２０条の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の

提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。 

（４）第１３条の要件を満たさなくなったとき。 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が指定移動支援事業者又は指定移動支援事業

所について移動支援事業を行うに当たり適当でないと認めたとき。 

(サービス提供者の要件) 

第１７条 指定移動支援事業所において移動支援を行う者(以下「サービス提供者」

という。)は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

（１）介護福祉士 

（２）社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成１９年法律第１２

５号)附則第２条第２項の規定により行うことができることとされた同法第３条

の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(昭和６２年法律第３０号)第



 

４０条第２項第５号の指定を受けた学校又は養成施設において６月以上介護福祉

士として必要な知識及び技能を習得した者 

（３）介護職員初任者研修の課程を修了した者(介護職員基礎研修の課程を修了した

者及び訪問介護員養成研修１級、２級又は３級の課程を修了した者を含む。) 

（４）居宅介護職員初任者研修の課程を修了した者(居宅介護従事者養成研修１級又

は２級の課程を修了した者を含む。) 

（５）障害者居宅介護従業者基礎研修の課程を修了した者(居宅介護従事者養成研修

３級の課程を修了した者を含む。) 

（６）重度訪問介護従業者養成研修の課程を修了した者(日常生活支援従業者養成研

修の課程を修了した者を含む。) 

（７）同行援護従業者養成研修の課程を修了した者 

（８）行動援護従業者養成研修の課程を修了した者 

（９）視覚障害者移動支援従業者養成研修の課程を修了した者(視覚障害者外出介護

従業者養成研修の課程を修了した者を含む。) 又はこれに相当する課程を修了し

た者 

（１０）全身性障害者移動支援従業者養成研修の課程を修了した者(全身性障害者外

出介護従業者養成研修の課程を修了した者を含む。) 又はこれに相当する課程を

修了した者 

（１１）知的障害者移動支援従業者養成研修の課程を修了した者(知的障害者外出介

護従業者養成研修の課程を修了した者を含む。) 又はこれに相当する課程を修了

した者 

（１２）看護師又は准看護師 

（１３）前各号に掲げるもののほか、市長が必要な知識及び技術を有すると認める者 

(請求等) 

第１８条 指定移動支援事業者は、かながわ自立支援給付費等支払システムにより請

求することができる。 

２ 指定移動支援事業者は、前項の規定による請求を行うことができないときは、別

に定める方法により、請求することができる。 

３ 指定移動支援事業者は、前２項の規定による請求を行うときは、利用者から給付

の受領権限に係る委任状の提出を受けていなければならない。 

(費用の返還) 



 

第１９条 市長は、虚偽その他の不正な手段により第６条に規定する給付費を受領し

た者があるときは、その者から移動支援事業の給付費に相当する金額の全部又は一

部を返還させることができる。 

(実績の報告) 

第２０条 指定移動支援事業者は、移動支援事業に係る報告をサービス提供実績報告

書(第８号様式)により、移動支援を行った日の属する月の翌月１５日（当該日が閉

庁日の場合は、その直前の開庁日とする。）までに市長に報告をしなければならな

い。 

２ 前項の規定にかかわらず、第１８条の規定により請求を行う場合においては、移

動支援事業に係る報告内容をかながわ自立支援給付費等支払システムに入力するこ

とで市長への報告に代えることができる。 

(遵守事項) 

第２１条 指定移動支援事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）移動支援事業のサービス提供に関する事項について、障害者等又はその扶養義

務者に対して第１１条に規定する契約を締結する前に説明を行うこと。 

（２）障害者等に対して適切なサービスを提供できるよう、指定移動支援事業所ごと

の勤務体制を定めること。 

（３）従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保すること。 

（４）移動支援を行っている際に事故等が発生したときは、市長及び障害者等の家族

に遅滞なく報告及び連絡するとともに、必要な措置を講じること。 

（５）業務上知り得た障害者等に係る個人情報の保護に十分留意すること。 

(記録の保存) 

第２２条 指定移動支援事業者は、指定移動支援事業所ごとに移動支援事業の実施に

係る記録等書類を整備し、当該移動支援を行った日の属する月の翌月から起算して

５年間保存しなければならない。 

(報告等) 

第２３条 市長は、移動支援事業の実施に関して必要があると認めるときは、指定移

動支援事業者若しくは指定移動支援事業者であった者若しくは指定移動支援事業所

の従業者であった者(以下「指定移動支援事業者であった者等」という。)に対し、

報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、指定移動支援事業者であった者



 

等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは指定移

動支援事業所について設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

２ 前項の規定により質問又は検査を行う職員は、その身分を示す証明書(第９号様

式)を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

(公示) 

第２４条 市長は、次に掲げるときは、その旨を公示しなければならない。 

（１）第１４条第２項の規定による指定をしたとき。 

（２）第１５条の規定による届出があったとき。 

（３）第１６条の規定により指定を取り消したとき。 

(委任) 

第２５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

１ この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

(所得税法の改正に伴う経過措置) 

２ 別表第３備考の規定の適用については、当分の間、別表第３備考中「所得税法

(昭和４０年法律第３３号)」とあるのは「所得税法(昭和４０年法律第３３号)(扶

養控除については、所得税法等の一部を改正する法律(平成２２年法律第６号)によ

る改正前の所得税法によるものとする。)」と読み替えるものとする。 

附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

(施行期日) 



 

１ この要綱は、平成２３年１０月１日から施行する。 

(同行援護利用対象者に係る経過措置) 

２ この要綱の施行の際、現にガイドヘルプサービス費を給付する決定を受けている

者のうち同行援護利用対象者については、平成２５年３月３１日まで移動支援事業

の対象者とする。 

附 則 

(施行期日) 

１ この要綱は、平成２４年１月１日から施行する。 

(相模原市障害者等移動支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置) 

２ 改正後の相模原市障害者等移動支援事業実施要綱別表第３備考の規定は、平成 

２４年７月１日以後の給付等について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年８月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年１２月２１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年１月１日から施行する。 



 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年５月１日から施行する。 

  



 

別表第１(第４条関係) 

項 目 内   容 

社会生活上必要不可欠な外出又

は社会参加のための外出 

ア 学校行事、ＰＴＡ活動 

イ 家計の維持に係る手続・相談 

ウ 住居の維持に係る手続・相談 

エ 生活必需品の買物 

オ 理容・美容 

カ 就職・就学のための活動 

キ 冠婚葬祭 

ク 社会的慣習 

ケ 余暇活動 

コ その他アからケまでに揚げる外出に準ず

る外出 

別表第２(第６条関係) 

利用時間 身体介護を伴う場合 身体介護を伴わない場合 

２０分を超え 

３０分以下 
２７５単位 １１３単位 

３０分を超え 

１．０時間以下 
４３５単位 ２１４単位 

１．０時間を超え 

１．５時間以下 
６３２単位 ２９８単位 

１．５時間を超え 

２．０時間以下 
７２１単位 ３７３単位 

２．０時間を超え 

２．５時間以下 
８１０単位 ４４８単位 

２．５時間を超え 

３．０時間以下 
９００単位 ５２４単位 

３．０時間を超える

時間 

９００単位に、３．０時間

を超える利用時間３０分当

たり８９単位を加えた単位 

５２４単位に、３．０時間

を超える利用時間３０分当

たり７５単位を加えた単位 

備考 



 

１ 同時に２人のサービス提供者が１人の障害者等(同時に２人のサービス提供

者による移動支援が必要であることについてあらかじめ市長に申し出、市長が

認めた者に限る。)に対して移動支援を行ったときは、それぞれのサービス提

供者が行う移動支援につき所定単位数を算定する。 

２ 夜間(午後６時から午後１０時までの時間をいう。)又は早朝(午前６時から

午前８時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、次の各号に掲げる

区分に応じ、利用時間３０分当たり、それぞれ当該各号に定める単位数を所定

単位数に加算する。 

（１）身体介護を伴う場合 ２２単位 

（２）身体介護を伴わない場合 １９単位 

３ 深夜(午後１０時から午前６時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合

は、次の各号に掲げる区分に応じ、利用時間３０分当たり、それぞれ当該各号

に定める単位数を所定単位数に加算する。 

（１）身体介護を伴う場合 ４５単位 

（２）身体介護を伴わない場合 ３８単位 

４ 利用時間が３時間を超える場合並びに備考２及び備考３の場合で、利用時間

に３０分未満の端数がある場合は、これを３０分とする。 

５ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定

障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に

関する基準等に基づき厚生労働大臣が定める地域(平成２１年厚生労働省告示

第１７６号)に居住している障害者等に移動支援を行ったときは、１回につき

所定単位の１００分の１５に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

別表第３(第１２条関係) 

番号 区  分 負担上限月額 

１ 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律施行令(平成１８年政令第１０号。以下「政

令」という。)第１７条第１項第１号に該当する者 

３７，２００円 

２ 
政令第１７条第１項第２号ロに該当する者(４に該当

するものを除く。) 
９，３００円 

３ 
政令第１７条第１項第３号に該当する者(４に該当す

るものを除く。) 
４，６００円 



 

４ 

利用者及び利用者と同一の世帯に属する者(特定支給

決定障害者(政令第１７条第１項第４号に規定する特

定支給決定障害者をいう。)にあっては、その配偶者

に限る。)が、受給者証に記載された利用者負担上限

月額の適用期間の初日が属する年度(初日が４月１日

から６月３０日までの場合にあっては、前年度。以下

同じ。)の前年分の所得税が課せられないもの(５に該

当するものを除く。) 

０円 

５ 政令第１７条第１項第４号に該当する者 ０円 

備考 この表において、「所得税」とは、所得税法(昭和４０年法律第３３号)、租

税特別措置法(昭和３２年法律第２６号)及び災害被害者に対する租税の減免、

徴収猶予等に関する法律(昭和２２年法律第１７５号)の規定によって計算され

る所得税をいう。ただし、所得税額の計算において、所得税法第８４条第１項

及び第２項に規定する扶養控除額を算定する際には、所得税法等の一部を改正

する法律(平成２２年法律第６号)第１条の規定による改正前の所得税法の規定

により計算するものとし、次の規定は適用しないものとする。 

（１）所得税法第７８条第１項並びに第２項第１号、第２号(地方税法(昭和２５年

法律第２２６号)第３１４条の７第１項第２号に規定する寄付金に限る。)及び

第３号(地方税法第３１４条の７第１項第２号に規定する寄付金に限る。)、第

９２条第１項及び第９５条の第１項から第３項まで 

（２）租税特別措置法第４１条第１項、第２項及び第３項、第４１条の２、第４１

条の３の２第４項、第４１条の１９の２第１項、第４１条の１９の３第１項及

び第２項、第４１条の１９の４第１項及び第２項並びに第４１条の１９の５第

１項 

（３）租税特別措置法の一部を改正する法律(平成１０年法律第２３号)附則第１２

条 

 


